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本稿は，ウェルビーイングを増進することを目指した自治体政策（以下，ウェルビーイング自

治体政策と呼ぶ）における居場所と舞台の場の概念の活用可能性を，福井県越前市におけるウェ

ルビーイング調査の調査プロセスと結果分析を通じて考察するものである．

これまでのウェルビーイング自治体政策では人々の主観的ウェルビーイングを測定し，地域の

健全度を数字で見える化する社会科学的アプローチが主流であるが，本稿では，幸せ実感を深

めることができる実現可能性の高いまちづくりアプローチとしての場づくりに注目した．ウェル

ビーイングに関係する場の概念としては，居場所に関する研究が先行しているが，包括的なウェ

ルビーイングの観点からは，自分らしく居られる居場所性ばかりでなく，自分の可能性を引きだ

し表現できる舞台性も必要であり，「居場所」と「舞台」という二つの場の概念を個と社会のウェ

ルビーイングを深める着眼点として提案した．そして，福井県越前市にて，居場所と舞台に関す

る設問を組み込んだウェルビーイング調査を実施し調査結果の分析を通じて，居場所と舞台の場

の概念と主観的ウェルビーイングや定住意思との相関関係が明らかとなり，居場所と舞台という

場の概念のウェルビーイング自治体政策における媒介目標としての活用可能性が示唆された．

キーワード：主観的ウェルビーイング，場づくり，居場所，舞台，住民の福祉，福井県越前市

はじめに ―背景と目的―

Ⅰ．先行研究からの問題意識と本稿の位置づけ

Ⅱ．居場所と舞台という二つの場の概念の提示

Ⅲ．ウェルビーイング調査モデルの設定

Ⅳ．越前市におけるウェルビーイング調査の結果

V．考察 ―可能性と課題―

高野　翔＊

A Study on the Applicability of the Concept of Place to Well-being Municipal Policy
― Based on the Wellbeing Survey in Echizen City Fukui Prefecture ―

ウェルビーイング自治体政策における居場所と舞台の場の
概念の活用可能性の考察

―― 福井県越前市におけるウェルビーイング調査をもとに ――
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はじめに ―背景と目的―

社会的動物である人は，ウェルビーイング

（Well-being）の本質とは何かを哲学的アプ

ローチにより問い，人々のウェルビーイング

を支える要因を社会科学的アプローチにより

明らかにしてきたが，ではどうやって（How）

人々のウェルビーイングを実際に深めること

ができるのだろうか？この問いかけから本稿

をはじめたい．

ウェルビーイングとは，人の幸福，健康，

福祉などを広範に包含する概念である．英

単語のWell-beingという記載のとおり，よ

い（well）状態（being）を意味する（前野

ら2022）．世界が新型コロナウイルス感染症

を共に経験し，経済社会のそもそもの在り方

から再考を求められる今日において，時代の

キーワードの一つとなっている．

この概念が国際的に広く認知されたのは

WHOによる健康の定義において，「健康と

は，身体的・精神的・社会的にウェルビーイ

ングな状態」と記載されたことがはじまりと

される．ウェルビーイングは「身体的・精神

的・社会的に良好な状態にある人々の幸せ」

を示すものとして，哲学，心理学，医学，経

済学，社会科学，加えて今日においては分野

横断的に研究が進んでいる．

人の幸せを学問するwell-being and happiness 

studyの系譜を辿ると，アプローチの変遷に

二つの段階がある．一つ目のアプローチは，

幸せとは何かを本質から問う，哲学的アプ

ローチ．古代ギリシャにおいてアリストテレ

スは，幸せには快楽を追求するヘドニアと自

己実現や生きがいを追求するユーダイモニア

があると論じ，また，幸せとは誰しもがそう

なりたいと願う，最高善であると説いた．以

後，多くの哲学者・思想家が幸せを問うとい

うアプローチを行っている．

次に，二つ目としての社会科学的アプロー

チだ．ウェルビーイング研究の大家である

Diener（1984）をはじめ，個々人の価値観

を尊重し主観的な視点を重視してウェルビー

イングを測定する研究及び測定方法が進歩し

たことにより，人々のウェルビーイングを測

定できるようになった．一人ひとりのウェル

ビーイングや集合体としての国や地域のウェ

ルビーイングを数字により見える化すること

が可能となり，またウェルビーイングに寄与

する環境要因を統計分析を通じて明らかにす

ることができるようになった．

今日の日本においてウェルビーイングに注

目が集まる背景に，ウェルビーイングのアプ

ローチが二つ目の社会科学的アプローチには

いったことが大きいものと考える．これま

で，幸せに関しては哲学や思想による議論が

一般的であったが，多様な関係者と合意がと

れる科学的な数字を介してウェルビーイング

を議論することができるようになったためで

ある．これによりウェルビーイングを公共政

策に活用することが可能となったと言える．

象徴的であるのは，2021 年 の「経済財政

運営と改革の基本方針2021（通称，骨太の

方針2021）」において「政府の各種の基本計

画等について，Well-beingに関するKPIを設

定する」と記載されたことだ．加えて，デ

ジタル田園都市国家構想においても，Well-

beingを一つの上位概念と位置づけ，各自治

体による地域のWell-being測定を呼びかける

設計となった．今後，国や自治体において，

ウェルビーイングを指標とし測定するケース
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がますます増えてくるものと考えられる．

このように，社会科学的に測定するという

二段階目のアプローチにより，人々や地域の

ウェルビーイングの重要性や現在の状況の見

える化を説明可能な数字を持って把握するこ

とができるようになりつつある．

そして，公共政策の現場である地方自治体

において，ウェルビーイングをビジョンに掲

げ，自治体政策としてウェルビーイングのも

のさしを策定し，ウェルビーイングの測定を

行う事例が国内自治体でも見られるように

なってきた．地域の強みや課題をウェルビー

イングの視点から明らかにすることまではで

きるようになってきたと言えよう．　

しかしながら，それでは自治体政策として

実際どうやって住民のウェルビーイングを深

め向上させることができるのかという点は，

各自治体が各々において手探りな状態であ

り，必ずしも現時点において明確な打ち手ま

では見えてきていない．

そこで本稿では，ウェルビーイングへの新

たな3つ目のアプローチとして，自治体政策

として実現可能性ある，人々や地域のウェ

ルビーイングを深める方法として，まちづく

りアプローチとしての場づくりに注目する．

人々のウェルビーイングを深めるプロセスに

欠かすことのできない人と人とのつながりや

他者との対話や協働が生まれうる最小の空間

単位としての場の在り方を考えることで，住

民のウェルビーイングを深めることができる

自治体政策としての場づくりの活用可能性を

考察することを目的とする．

なお，本稿を通じて，政策とは，政策・施

策・事業の基本方針から具体的事業までを包

括する体系全体を指し示す用語して使用する

こととする（神奈川県自治総合研究センター 

2002）．

Ⅰ．  先行研究からの問題意識と本稿の位

置づけ

１．  ウェルビーイング研究における社会科学

的アプローチの歴史的変遷

ウェルビーイングを自治体政策などの公共

政策に活用する動きは，ブータン王国での実

践を源流としている．その背景にあったのは，

1970年代に第4代ブータン国王ジグミ・シン

ゲ・ワンチュクが述べられた「ブータンでは

GNPよりもGNHが大事だ」という，一つの

金言であり，経済社会指標GDPやGNPへの

批判的視線があった（高野2021）．

ブータンでは，1990年代からブータン王

立研究所の開設により人々の幸せを重視する

開発指針GNH（Gross National Happiness）

の公共政策活用が推進された．具体的には

人々の総合的な主観的ウェルビーイング度

と同時に人々の生活視点に立った9つの領

域（精神的な幸せ，健康，時間の使い方，教

育，文化の多様性，ガバナンスの質，地域コ

ミュニティの活力，環境の多様性，生活水

準）の指標を作成し，その調査結果の経年変

化を把握し，政策作りに活かしている（高野

2021）．このブータンの挑戦は，ウェルビー

イングの概念・尺度の公共政策活用に向けて，

国際社会に影響を及ぼすことになる．

2009年には，フランスにて「経済成果と

社会進歩の計測に関する委員会」が開催さ

れ，コロンビア大学のジョセフ・スティグ

リッツ教授を委員長，ハーバード大学のアマ

ルティア・セン教授を主席アドバイザーとし
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たスティグリッツ委員会報告と呼ばれる提

言がなされ，GDPの限界性を正しく理解し，

ウェルビーイングを測定することの重要性

が世界に伝えられた．2011年にはOECDは

「より良い暮らしイニシアチブ（Better Life 

Initiative）」を開始．現在と未来のウェルビー

イングを目指し，人々の暮らしの状況を測定

する試みがはじまる．

そして，2011年，国連は，GDPの指標は

人々の幸福やウェルビーイング（happiness 

and well-being）を反映するようには元々設

計されていないと決議文に記載し，”公共政

策を導くことを目的とした開発における幸

福やウェルビーイングの追求（the pursuit 

of happiness and well-being in development 

with a view to guiding their public policies）”

を第65回 国連総会（「幸福」決議）で採択

した．翌年2012年には，「幸福に関するハイ

レベル会合」が国連本部にて開催され，この

時から，世界各国のウェルビーイングを測

定する国際的調査として「世界幸福度報告」

（World Happiness Report）の調査及び報告

書の発刊がはじまる．それ以降も，これらの

国際的議論を受けて，ニュージーランド，ア

イスランド，スコットランドなど多数の国々

において，ウェルビーイングを測定し公共政

策に活用するアプローチがメインストリート

化していく．

２．  世界幸福度報告（World Happiness Report）

等のウェルビーイング調査対象内容

公共政策活用を目指したウェルビーイング

測定において最も影響のある調査である世界

幸福度報告では，人々の総合的な主観的ウェ

ルビーイングの度合いとウェルビーイングを

支える環境要因の両方を測定している（高野 

2022）．総合的な主観的ウェルビーイングと

しては，OECDの主観的ウェルビーイング測

定に関するガイドライン（OECD Guidelines 

on Measuring Subjective Well-being） に 記

載されている「生活評価：ある人の生活また

はその特定側面に対する自己評価」と「感情：

ある人の気持ちまたは情動状態，通常は特定

の一時点を基準にして測る」の2つを用いて

いる（経済協力開発機構OECD 2015）．「生

活評価」はキャントリルの階梯により，0か

ら10までの11段階で自分の幸せの状態を評

価し測定する．また，「感情」は，肯定的感

情（幸せ／Happiness，笑顔／laugh，喜び／

Enjoyment）と 否定的感情（心配／Worry，

悲しみ／Sadness，怒り／Anger）の感情体

験を測定するものである．

加えて，「生活評価」による総合的な主観

的ウェルビーイング度の各国の違いを説明す

る要因として，国連の世界幸福度報告では6

つの要因を提示している．客観要因として，

「一人あたりGDP」と「健康寿命」の2つ．

主観要因として「社会的関係性」「自己決定感」

「寛容性」「信頼感」の4つとなる．特に主観

要因は，これまでの経済社会発展アプローチ

において「一人あたりGDP」や「健康寿命」

などの客観要因と比べ重視して注目してこな

かった質的な社会状況を測定・見える化する

ものであり，重要な指標であると言える．

このように，世界幸福度報告では，総合的

なウェルビーイングの度合いと環境要因の測

定を通じた国際比較により，世界各国のウェ

ルビーイング視点からの強みや伸びしろとし

ての課題の把握に大きな貢献をしていると言

える．
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しかしながら同時に，「社会的関係性」「自

己決定感」「寛容性」「信頼感」など，ウェル

ビーイングを支える環境要因の抽象度が高い

ため，国などの集合体としての比較を通じた

強みや課題の把握を超えて，実際に，ウェル

ビーイングを向上させる公共政策として何を

すべきなのか，また生活者視点に立ったとき

に，どのようにウェルビーイングを深めるこ

とができるかに関して，必ずしも進むべき指

針を明確に提示するものではないという課題

も有している．

また，世界幸福度報告書の事例ばかりでな

く，日本の調査事例を参照すると，日本の内

閣府では，日本の経済社会構造をウェルビー

イングの観点から把握し政策運営に活用す

るためにWell-beingダッシュボードと表する

「満足度・生活の質を表す指標群」（2021）を

設置し，総合的なウェルビーイングの度合

いと11分野の満足度を調査し一覧にして見

える化している．11分野とは，家計と資産，

雇用と賃金，住宅，仕事と生活（ワークライ

フバランス），健康状態，教育環境・教育水準，

社会とのつながり，自然環境，身の周りの安

全，子育てのしやすさ，介護のしやすさ・さ

れやすさ，となる．

これについても，世界幸福度報告の議論と

同様に，日本の経済社会状況を社会科学的ア

プローチにより質的側面を重視しウェルビー

イングの観点から見える化できたことは大き

な前進である．しかしながら，具体的に生活

者のウェルビーイングを深める政策の在り方

に関して，十分な指針が得られるアプローチ

デザインとまでは言えず，今後別のアプロー

チも併用していく必要があるものと考えられ

る．

加えて，森田（2014）は，地方自治体にお

ける幸福度指標は抽象度が高く，それから得

られる調査結果からの政策立案や改善への活

用は困難である可能性について言及してお

り，国ばかりでなく，自治体レベルにおいて

も，同様の課題を有していることが分かる．

３．自治体政策にとってのウェルビーイング

それでは改めて，日本の自治体が人々の

ウェルビーイングに取り組むべき理由・根拠

はどこにあるのかを見ておきたい．

地方自治法の第一編 総則 第一条の二にお

いて，「地方公共団体は，住民の福祉の増進

を図ることを基本として，地域における行政

を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担

うものとする」と記載されていることが法的

な根拠であり，地方自治体の存在意義は“住

民の福祉”の増進を図ることにあると言える

（高野2021）．

また，渡邉ら（2020）は，福祉という概

念の対象範囲の変遷について，「近年の福

祉理念は，社会的弱者を救うという福祉

（Welfare/ウェルフェア）から，自律的な活

動や自己実現をとおしての福祉（Wellbeing/

ウェルビーイング）へ変化しているといわ

れている．」と表現．また，広辞苑〔第7版〕

において“福祉”は「①幸福．公的扶助やサー

ビスによる生活の安定，充足．②消極的には

生命の危急からの救い，積極的には生命の繁

栄．」と解説されており，福祉という言葉に

は，“消極的には生命の危急からの救い”と

いったネガティブな状況を軽減するという意

味合いばかりでなく，“積極的には生命の繁

栄”といったポジティブな状況を増進すると

いう意味合いも含まれる概念と考えられる．
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そして，高野（2021）は，地方自治法にあ

る“住民の福祉”の増進は，現代においては

“住民のウェルビーイング”の増進と軌を一

にするものであると捉え，住民のウェルビー

イングの増進を図ることを基本とする政策

を，ウェルビーイング自治体政策であると定

義した．本稿においても，同様に，住民のウェ

ルビーイングの増進は，現代における地方自

治体の存在意義や存在目的に関わる基本指針

であると考え，各自治体が取り組むべき対象

だと捉える．

これまで，ウェルビーイング自治体政策と

しては，住民のウェルビーイングを増進する

ためにも，まずは現状のウェルビーイングを

測定することに力点があった．加えて，社会

科学的アプローチによる測定では，他の国・

地域や人との比較分析を通じて，足りないも

のを明確にし，ネガティブな環境をいかに改

善していくかという政策意図を反映する傾向

にあった．一方で，ネガティブな状況の課題

解決ばかりでなく，ポジティブな面にも目を

向け，自己表現ができたり人生の選択を自律

的に決定できるようになるなどのよりよく生

きるという側面もウェルビーイングを深める

ために重要である．その両側面を支えられる，

ウェルビーイング自治体政策の新たなアプ

ローチとして，「まちづくり」に焦点をあてる．

４．地方創生におけるまちづくり

日本建築学会（2004）では，まちづくりを

以下のように定義している．「まちづくりと

は，地域社会に存在する資源を基礎として，

多様な主体が連携・協力して，身近な居住環

境を漸進的に改善し，まちの活力と魅力を高

め，「生活の質の向上」を実現するための一

連の持続的な活動である．」これまで，都市・

地域やまちをつくるという行為を代表するも

のに「都市計画」があったが，1970年代以

降に，まちづくりという言葉が使われはじめ，

今では，まちに関わる様々な活動の通称とし

て「まちづくり」という言葉が様々な分野で

用いられるようになった．特に，「都市計画」

から「まちづくり」への変遷によって，まち

をつくるという主体は都市計画を担当する行

政職員や専門家などの専門知識を有した特定

の人達から多様な主体へ，活動対象範囲は法

定都市計画から生活にまつわる全般へ，性質

としても計画行為から活動へと移行した．

地方創生の文脈においても，まち・ひと・

しごと創生総合戦略において，魅力的なまち

づくりの推進が全国に呼びかけられた．また，

福井県内でも，福井県の長期ビジョンの政策

の一つとして「100年に一度のまちづくり」

（福井県2020）を掲げ，また越前市総合計画

の基本理念には「住民相互の融和と一体感の

醸成を図りながら，“自立”と“協働”の基

本理念のもと新たな時代に対応したまちづく

りに取り組み，本市の魅力を総合的に高めま

す．」（越前市 2018）と記載されるなど，自

治体政策としてのまちづくりへの期待度は総

じて高い．

５．スペースからプレイスへ

国や地方自治体などの官だけによる計画行

為ではなく，生活者視点に立った多様な主体

によるまちづくり活動の展開が日本各地に拡

がっている．加えて，地方を中心にし，人口

減少の歯止めが掛からず，空き家や耕作放棄

地等が増え，未活用の空間をいかに活用して

いくかという多大なニーズが生まれている．
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かかる中，多様な主体が自分事としてまち

づくりに関与し，存在する空間を，人と人と

が交歓しまちへの愛着を生み出す場へと変容

させていくことが求められており，このよう

な動きを，空間における人間の主体性を重ん

じる人文主義地理学では，“スペース（空間）

からプレイス（場所・場）へ”と呼んでいる

（若林ら2018）．

プレイスの概念にも広がりがあるが，人間

の主観を起点にした地理学の新しい道をつ

くったイーフン・トゥアンが『トポフィリ

ア−人間と環境』（1992）にて，プレイスを

人間との情緒的なつながりから捉えたことは

一つの源流となっている．これらの流れを受

けて，センスオブプレイス（sense of place）

という，日本語にすると「場所への愛着」と

いうフレーズも生まれ，プレイスは単に物理

的要素や機能的要素としての空間ではなく，

心理的要素として場所の意味や感覚を帯び，

愛着のような人間の感情を生み出す空間とし

てのプレイスが強調されることになる（園田

2019）．

また，社会学者のレイ・オルデンバーグ

（2013）は，家の中でも職場や学校でもない，

居心地の良い第三の居場所を「サードプレイ

ス」と名付け，充実した暮らしにおけるプレ

イスの重要性を広く印象づけた．

６．プレイスとしての居場所と舞台

このように人と空間及び人と人とのつなが

りを心理的要素も含め生み出すプレイスをま

ちづくりにおける場づくりとしてつくりだし

ていくことが地方創生の現場にて求められて

いる．

その中で，人々のウェルビーイングと関係

性を持つプレイスとして，居場所に関する内

閣府の調査結果がある．

内閣府は，子供・若者の生育状況等に関

する各種指標を「子供・若者インデックス」

（2021）と名づけ，データを公開している．

自分の部屋，家庭，学校，地域，職場，イン

ターネット空間という場毎に，それぞれの場

がほっとできる居場所になっているかを尋

ね，加えて，ウェルビーイングを支える主観

要因である自己認識の前向きさを表す「自己

肯定感」，「チャレンジ精神」，「今の充実感」，

「将来への希望」，「社会貢献意欲」と比較し，

「居場所の数の多さと自己認識の前向きさは，

概ね相関」と分析している．

若者の孤独・孤立問題が表面化する中，安

心感を生み出すプレイスとしての居場所と

ウェルビーイングに相関関係があることは，

居場所づくりが人々や地域のウェルビーイン

グを深めて行く上で媒介目標となり得る視点

であることを示唆するものである．

一方で，ウェルビーイングの実現をプレイ

ス・場の枠組みとしての器で受け止めるとき

に，居場所は，人々が良好な状態で居ると

いう側面は受け止められるが，「自律的な活

動や自己実現をとおしての福祉（Wellbeing/

ウェルビーイング）」という実践活動を通じ

た側面においては，居場所という場の概念だ

けでは捉えきれないものと考える．

そこで，アンソニー・ギデンズ（2015）の

「場とは，相互行為の舞台装置を提供するた

めに空間を利用する，ということ」を参照し，

多様な主体が関わり合う“舞台”という場

の概念を切り出し，実践活動を通じてのウェ

ルビーイングの実現を支える器として提案す

る．
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７．  ウェルビーイング研究における本稿の

位置づけ

ウェルビーイング研究における本稿の位置

づけとして，一つ目に，ウェルビーイング自

治体政策としてのまちづくりアプローチとし

て，居場所と舞台という二つの場の概念を整

理し提示する．

二つ目に，居場所と舞台という場の概念を

もとにしたウェルビーイングの調査モデルを

設計し提示する．

三つ目に，居場所と舞台という場の概念が，

人々のウェルビーイングとどのような関係が

あり，加えて，「居場所」と「舞台」が相互

に異なる役割をもち，地域のウェルビーイン

グ向上に貢献するウェルビーイング自治体政

策の媒介目標となり得るかを，調査結果の分

析を通じて明らかにする．

以上，先行研究からの問題意識をもとにし

た3つのポイントを踏まえ，ウェルビーイン

グ自治体政策への場の概念の活用可能性を考

察する．

Ⅱ．  居場所と舞台という二つの場の概念

の提示

場の概念としての居場所の研究は，建築や

福祉など様々な分野で行われてきている．日

本建築学会（2019）は『まちの居場所』の中

で，“居場所とは「個人として，孤立せずに」

居られるという関係の豊かさを表す”もので

あると表現し，ともに居合わせられる場所と

しての居場所の可能性を紹介している．

日本の幸福・ウェルビーイング学の第一人

者である前野（2013）は，個々人の視点に立

ち，ウェルビーイングの心的要因を因子分析

し，以下の四つの因子としてまとめている．

第一因子「やってみよう！」因子（自己実現

と成長の因子）

第二因子「ありがとう！」因子（つながりと

感謝の因子）

第三因子「なんとかなる！」因子（前向きと

楽観の因子）

第四因子「あなたらしく！」因子（独立とマ

イペースの因子）

「つながりと感謝の因子」をはじめとし，

居場所という場がはぐくみ貢献できる因子は

複数あるものと考える．一方で，より動的な

実践活動を通じての「自己実現と成長の因

子」は，居場所よりも活躍の場としての「舞

台」という概念の方が親和性が高いものと考

える．上述のギデンズは，多様な主体が活動

するために関わっていく場のようなものを

「ロカール（Locale）」と呼び，「交わりの舞

台」と定義した（若林ら2018）．また，広辞

苑〔第7版〕において，“舞台”は，「①諸種

の芸能（舞踊・演劇・音楽など）を演じて人々

に見せるために特別に設けた場所．通例は観

客・聴衆の場所よりも1段高くなっている．

② ①で演じる芸能，また，その演技．「名人

の―」③比喩的に，技量や活躍ぶりをみせる

場所や機会．「晴れの―に立つ」」と解説され

ており，本稿において舞台とは，③の“技量

や活躍ぶりをみせる場所や機会”に該当する

ものであると考える．

居場所とは異なり，舞台という場の概念が

ウェルビーイングと関係するかどうかの先行

研究は現状において必ずしも見当たらない

が，「居場所」と「舞台」は人々がウェルビー
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イングを実感するために異なる役割を有して

いると考えられる．加えて，福井県をはじめ

とする都市部への人口流出が進む地方部にお

いては，若者が仕事場や学びの場を含め活躍

の場，すなわち「舞台」を都市部に求める傾

向があり，大きな課題となっている．ついて

は，ほっとできる居場所ばかりでなく，舞台

としての場も必要とされていることからも，

「居場所」と「舞台」という二つの場の概念を，

ウェルビーイングを深める可能性を有する政

策対象として提示することとする．

また，GDPという単一の経済社会指標へ

の批判的視線からウェルビーイングを重視す

る経済社会モデルへの移行が起こっているこ

とに触れたが，その背後にある人間観の更新

も必至である．経済学では，人間を自己の利

益を合理的に考え追求する合理的経済人であ

ると見なす人間観がある．しかしながら，イー

スターリンの幸福のパラドックスと呼ばれる

議論において，GDPが一定水準に到達する

とそれ以上増加しても人々のウェルビーイン

グ度の増加に比例関係を示さないという結果

からも，合理的経済人という人間観を持って，

その延長線上に個人と社会のウェルビーイン

グの増進を考えることには，格差拡大と環境

問題の現状にも鑑みるに限界性を有している

と考える．

国家主体の視点から生活者主体の人の視点

に立つとき，元国連難民高等弁務官及び元

JICA理事長の緒方貞子とノーベル経済学賞

受賞者であるアマルティア・センを共同議長

とする人間の安全保障委員会が提唱した「人

間の安全保障」では，尊厳と可能性の人間観

を示している．自分らしく生きられる尊厳が

守られ（尊厳の保護），だれしもが持ってい

る可能性が花開くこと（可能性のエンパワー

メント）を実効的な理念としたものである（人

間の安全保障委員会 2003）．今回提示した「居

場所」と「舞台」は，「居場所」は“尊厳の

保護”を支え，「舞台」は“一人ひとりの人

間が可能性を実現する機会と選択肢（可能性

のエンパワーメント）” を支えるものであり，

二つの場の概念は人間中心の立場からの人間

観を支えられる概念フレームワークであると

考える．

これらをもって「居場所」と「舞台」の二

つの場の鍵概念が，人々がウェルビーイング

を実感できる社会をつくるうえでの媒介目標

となり得るかどうかを，ウェルビーイング調

査の調査モデル設計及び結果分析を通じて検

証する．

Ⅲ．ウェルビーイング調査モデルの設定

（1）調査モデル

居場所と舞台の実感度合いを測定する項目

及び対象地域である越前市への定住意思を測

定する項目（計3項目）を図表1のとおり設

定した．

また，個々人の居場所と舞台の実感と個人

の主観的ウェルビーイング及び地域のウェル

ビーイングの関係を明らかにするために，京

都大学内田由紀子先生を研究代表者とし国立

研究開発法人科学技術振興機構（JST）が実

施する「持続可能な多世代共創社会のデザイ

ン」研究開発領域の研究開発プロジェクト「地

域の幸福の多面的側面の測定と持続可能な多

世代共創社会に向けての実践的フィードバッ

ク」にて提示された「地域の幸福の多面的指

標のモデル」（国立研究開発法人科学技術振
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（2）調査方法

越前市総合計画の改定に向けた市民意識調

査に上記の調査モデル（総計23項目）を組

み込み実施．18歳以上の市民から年代別及

び男女別の人口構成比に基づく割付け条件の

もと無作為に4000人を抽出し，郵送調査法

にて得られた調査回答結果を用いた．

（3）調査対象

福井県越前市在住の18歳以上の住民

（4）調査期間

2022年4月22日（金）〜6月8日（水）の48日間

（5）回答状況

回答数 1086人（回答率 27.2%），有効回答

数 933 人（回答率 23.3%）．回答不備の場合，

無回答として処理した．

（6）有効回答者属性

有効回答者の性別割合及び年代割合は以下

のとおりとなる．

興機構 2020）の簡易版20項目を採用し，図

表2のとおり個人の主観的ウェルビーイング

及び地域のウェルビーイングを測定する項目

を設定した．

本稿では，当該23項目をもって，居場所

と舞台，定住意思，個人の主観的ウェルビー

イング及び地域のウェルビーイングを測定す

る調査モデルとした．

図表1 居場所・舞台・定住意思に関する設問

図表2 個人の主観的ウェルビーイング及び地域のウェルビーイングに関する設問
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Ⅳ．  越前市におけるウェルビーイング

調査の結果

（1）  居場所と舞台と主観的ウェルビーイング

の関係

居場所と舞台の実感度合い（5件法）と主

観的ウェルビーイング度（11件法）の測定

結果をクロス分析したところ，居場所と舞台

ともに主観的ウェルビーイング度との正の相

関関係が見られた（図表5及び図表6）．居場

所と舞台に関する実感度が高いほど主観的

ウェルビーイング度の平均値が高いことが分

かる．

図表3　有効回答者の性別割合 図表5　居場所実感と主観的ウェルビーイング度の関係

図表6　舞台実感と主観的ウェルビーイング度の関係

図表4　有効回答者の年代割合
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（2）居場所と舞台と定住意思の関係

居場所と舞台の実感度合い（5件法）と定

住意思の測定結果をクロス分析したところ，

居場所と舞台ともに定住意思との正の相関関

係が見られた（図表7及び図表8）．居場所と

舞台に関する実感度が高いほど「住み続けた

い」と回答する割合が高いことが分かる．

居場所があるかどうかに関して「強くそう

思う」と回答した方で，定住意思に対して「住

み続けたい」と回答した割合は，80.8%．舞

台があるかどうかに関して「強くそう思う」

と回答した方で，定住意思に対して「住み続

けたい」と回答した割合は，82.5%となり，

高い数値を示している．

（3）居場所と舞台から見た課題層

次に，居場所と舞台から見た地域の課題を

特定するために，「居場所実感なし」（全くそ

う思わない=1 〜 強くそう思う=5の5件法

で，1または2と回答した方）と「舞台実感

なし」（全くそう思わない=1 〜 強くそう思

う=5の5件法で，1または2と回答した方）

の男女別及び年代割合を分析した．

居場所に関しては，男性においては30代

が18%と最も居場所の有無に課題を有して

おり，続いて40代が15％と高い．また，女

性においては，10-20代が17%と最も居場所

の有無に課題を有しており，続いて80代以

上が15％と高い．

舞台に関しては，男性においては居場所同

様に30代が42%と最も舞台の有無に課題を

有している．また，女性においては，30代

が37%と最も舞台の有無に課題を有してい

る．

また，男性に関して結果をまとめると，居

場所と舞台ともに，30代に課題があり，また，

女性に関してまとめると，10-20代は居場所

を持つのが難しく，30代では舞台を持つこ

とが難しいと実感していることが伺え，場を

通じたウェルビーイング自治体政策における

課題層が明らかとなった．

図表7　居場所実感と定住意思の関係 図表8　舞台実感と定住意思の関係
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（4）地域のウェルビーイングとの相関関係

最後に，「地域の幸福の多面的指標のモデ

ル」をもとに，地域のウェルビーイングの状

況を見える化し，居場所と舞台との関係を分

析した．

「地域の幸福の多面的指標のモデル」では，

地域の幸福は，地域内の他者との信頼関係（地

域内の社会関係資本）と地域のための行動（向

社会的行動）と互いに支え合う関係にあり，

地域内の他者との信頼関係（地域内の社会関

係資本）は地域の一体感を生み，加えて，そ

れらが異質・多様性への寛容さを促して，さ

らなる地域のための行動や多世代共創をつく

りだすことを表しており，個人のウェルビー

イングと地域のウェルビーイングの循環の在

り方を概念モデル化している（内田2020）．

「地域の幸福の多面的指標のモデル」の簡

易版20項目の内，5件法で尋ねている18項

目の結果から地域のウェルビーイングを構成

する6つの指標（「地域内の社会関係資本」「地

域の幸福」「地域の一体感」「異質性・多様性

への寛容さ」「向社会的行動」「多世代共創」）

の平均値を求めると，図表11のとおりとな

り，地域のウェルビーイングから見る越前市

の強みは「多世代共創」（平均値3.83），弱み・

課題は「異質性・多様性への寛容さ」（平均

値3.05）となった．

また，居場所と舞台の実感の上記の6つの

指標との関係分析をSPSSにより行い，相関

係数を算出した（図表12）．居場所と舞台と

もに6つの指標との相関関係があることがわ

かり，居場所では，一番に「地域の一体感」，

二番目に「地域内の社会関係資本」．三番目

に「異質性・多様性への寛容さ」に相関関係

が強い．

また舞台では，一番に「地域内の社会関係

資本」，二番目に「地域の一体感」，三番目に「異

質性・多様性への寛容さ」に相関関係が強い．

居場所と舞台が異なる作用機序をもって地

域のウェルビーイングに影響をおよぼしてい

ることがわかり，同時に，越前市の課題とし

て浮かび上がった「異質性・多様性への寛容

さ」に対して，居場所と舞台はともに関係し

あう場の概念であることがわかった．

図表9　居場所実感なしの男女別年代別割合

図表10　舞台実感なしの男女別年代別割合
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Ⅴ．考察 ―可能性と課題―

ウェルビーイング研究の新しいアプローチ

として，まちづくりにおける場づくりに注目

し，「居場所」と「舞台」という，ウェルビー

イングの実感には欠かすことのできない人々

の”尊厳の保護”と”可能性のエンパワーメ

ント”という人間の安全保障のコンセプトに

基づいた人間観を支える場の概念を提示する

ことができた．

「居場所」と「舞台」という情緒的つなが

りを有する場を持てているかどうかの実感と

個人のウェルビーイング及び地域のウェル

ビーイングを測定する調査モデルを新規設定

し，福井県越前市において初めてのウェル

ビーイング調査を実施．

その結果，「居場所」と「舞台」は，人々のウェ

ルビーイングとその地域への定住意思に相関

関係があることが明らかになり，「居場所」

と「舞台」が人々のウェルビーイングや地域

のまちづくりにおいて重要な因子であること

が明らかになった．また，「居場所」と「舞台」

の観点から，課題となるターゲット層を特定

することも可能となった．

加えて，「居場所」と「舞台」は，地域のウェ

ルビーイングに対して，異なった役割と作用

機序をもって影響を与えているものと考えら

れ，越前市のウェルビーイングの観点から見

た課題である寛容性に関して，「居場所」と「舞

台」はともに影響を及ぼしうる要因であるこ

とも明らかとなった．

このことから，人々がウェルビーイングを

実感できる社会を目指す上で，「居場所」と「舞

台」という場の概念は，ウェルビーイング自

治体政策の媒介目標の一つとなる可能性を示

唆するものであると考える．

　一方で，本稿の限界性として，「居場所」

と「舞台」の場の概念を，どこまで具体的に

定義し，互いにどのようなメカニズムによっ

て人々のウェルビーイングを深めるか，また，

人は空間をどのようにして「居場所」と「舞

台」と認知するのかについて，更なる検討分

析が必要である．また，本稿に示した「居場所」

と「舞台」の概念を，回答者が齟齬なく把握

できているかについても検討が必要である．

図表11　地域の幸福の多面的指標のモデルと結果

出所：  （「地域の幸福の多面的指標のモデル」（内田

2020）をもとに筆者作成）
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これらの検討があってはじめて，ウェル

ビーイング自治体政策としての「居場所」と

「舞台」の場づくりのデザイン設計が可能と

なるものと考える．このデザイン設計が可能

となれば，社会的インフラである，学校や図

書館，公園・カフェ，美術館・博物館，公民

館などの空間を人々のウェルビーイングを深

める装置としての「居場所」と「舞台」とい

う場にすることへの可能性を見いだすことが

できる．

この限界性が同時にウェルビーイング研究

のまちづくりアプローチとしての場づくりへ

の期待であることを確認し，本稿を締めくく

りたい．
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